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出典：環境省（2021（令和3）年）「地球温暖化対策計画」

＜https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/211022.html＞

1．背景

（2）地球温暖化対策を巡る国際的な動向
　2015（平成27）年12月にフランス・パリにおいて、締約国会議（COP21）が開催され、京都議定書
以来18年ぶりの新たな法的拘束力のある国際的な合意文書となる｢パリ協定｣が採択されました。
　パリ協定は、国際条約として初めて「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分
低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」や｢今世紀後半の温室効果ガスの人為的な排
出と吸収の均衡｣を掲げたほか、全ての国の参加、適応計画のプロセスや行動の実施等を規定するな
ど、国際枠組みとして画期的なものと言えます。
　2018（平成31）年に公表された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）｢1.5℃特別報告書｣による
と、世界全体の平均気温の上昇を1.5℃の水準に抑えるためには、二酸化炭素排出量を2050年頃に正
味ゼロとすることが必要とされています。この報告書を受け、世界各国で2050年までのカーボン
ニュートラルを目標として掲げる動きが広がりました。

（3）地球温暖化対策を巡る国内の動向
　2020（令和2）年10月に日本は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すな
わち、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。翌2021（令和
3）年4月、地球温暖化対策推進本部において、2030（令和12）年度の温室効果ガスの削減目標を2013
（平成25）年度比で46％を削減することとし、さらに、50％の削減を目指して、挑戦を続けていく旨
が公表されました。（表1-1）
　また、2021（令和3）年6月に公布された地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
（令和3年法律第54号）では、2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念として法律に位置づけ、区
域施策編に関する施策目標の追加や、地域脱炭素化促進事業に関する規定が新たに追加されました。
政策の方向性や継続性を明確に示すことで、国民、地方公共団体、事業者等に対し予見可能性を与
え、取組やイノベーションを促すことを狙い、さらに市町村においても区域施策編を策定するよう努
めるものとされています。

（1）気候変動の影響
　地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に関わる安全
保障の問題と認識されており、最も重要な環境問題の一つとされています。既に世界的にも平均気温
の上昇、雪氷の融解、海面水位の上昇が観測されています。
　2021（令和3）年8月には、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第6次評価報告書第Ⅰ作業部会
報告書（自然科学的根拠）が公表され、人間の影響により大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたこ
とは疑う余地がなく、大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において、広範囲かつ急速な変化が現れてお
り、気候システムの変化（極端な高温や大雨の頻度と強度の増加、いくつかの地域における強い熱帯
低気圧の割合の増加等）は、地球温暖化の進行に直接関係して拡大していくことが示されました。
　個々の気象現象と地球温暖化との関係を明確にすることは容易ではありませんが、今後、地球温暖
化の進行に伴い、猛暑や豪雨のリスクは更に高まることが予測されています。

表 1-1　地球温暖化対策計画における2030（令和12）年度温室効果ガス排出削減量の目標
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（4）構成市町の動向

※各市町HPより引用

〇新発田市
　2020（令和2）年10月26日、国は、｢2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにす
る、脱炭素社会の実現を目指す｣ことを宣言したことを受けて、本市でも｢ゼロカーボンシティ宣
言｣を行い、国と歩調を合わせて脱炭素社会の実現を目指すことを表明しました。
　2021（令和3）年6月23日の新発田市議会定例会において、市長が｢2050年までに温室効果ガス
排出量実質ゼロを目指し、脱炭素社会の実現に向けて取組を進める｣ことを宣言しました。
　
〇胎内市
　2017（平成29）年3月に策定した｢第2次胎内市総合計画｣及びその個別計画として2021（令和
3）年3月に策定した｢第2次胎内市環境基本計画｣において、｢地球温暖化対策｣を主要施策等に掲
げ、再生可能エネルギーの推進や温室効果ガス排出量の削減に向けた取組を進めています。
　2021（令和3）年10月には、本市が有する地域資源を最大限に活用しながら、市民、事業者及
び行政が協働して、｢胎内市ゼロカーボンシティ｣を目指すことを宣言しました。

〇聖籠町
　2024（令和6）年3月に策定した｢聖籠町環境基本計画｣の中で｢脱炭素社会の実現｣を基本方針の
一つとして定めています。今後は、町として果たすべき役割に基づき、町民・事業者との協働に
より2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す、｢聖籠町ゼロカーボンシティ宣言｣を行い
ました。
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(1) 目的

(2) 対象とする範囲

表 2-1　計画の対象範囲

(3) 対象とする温室効果ガス

表 2-2　温室効果ガスの種類と発生源

(4) 基準年度
2013（平成25）年度 図 2-1　計画期間のイメージ

※地球温暖化対策計画年度

　（2021（令和3）10.22閣議決定）　

(5) 計画期間
2025年4月～2031年3月

※計画開始から5年後の2029（令和11）年度に、計画の見直しを行う。

メタン（CH₄） 公用車の走行、一般廃棄物の焼却 28
一酸化二窒素（N₂O） 公用車の走行、一般廃棄物の焼却 265

　温室効果ガスは7種類であるが、表2-2に示す組合の事業により排出される二酸化炭素、メ
タン、一酸化二窒素の3種類を対象とする。

　計画の対象範囲は、表2-1に示す施設の全ての事務事業とする。

新発田地域広域事務組合 下越福祉行政組合
〇事務局
〇広域消防
　・署、分署、出張所　計9か所
〇火葬場
　・広域葬斎センター願文院
〇廃棄物処理施設
　・新発田広域クリーンセンター
　・中条地区塵芥焼却場
　・新発田広域不燃物処理場
　・新発田広域エコパーク
〇広域交流施設
　・虹の里交流館

〇養護老人ホーム
　・あやめ寮
　・ひめさゆり
〇福祉型障害児入所施設、障害者支援施設
　・中井さくら園
〇救護施設
　・ひまわり荘
〇診療所
　・新発田地区救急診療所、休日救急歯科診療所

2．基本的事項

　地球温暖化対策推進法第21条の規定に基づき、｢新発田地域広域事務組合及び下越福祉行政
組合｣（以下｢組合｣という。）の事務事業に伴う温室効果ガスの総排出量を抑制するととも
に、新発田地域広域事務組合は「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（以下｢省エネ
法｣という。）により、エネルギー使用の合理化が求められている。
　エネルギー使用の合理化は地球温暖化対策に繋がることから、組合が実施する事務事業に
関する省エネルギー、省資源、廃棄物の減量化などの取組を推進し、温室効果ガスの排出量
を削減することを目的として策定する。
　法律の施行を受け、組合では2008（平成20）年に｢第2次地球温暖化対策に係る実行計画｣
を、2020（令和2）年に｢第3次地球温暖化対策に係る実行計画｣を策定し、温室効果ガスの排
出抑制行動に取り組んできた。
　2025（令和7）年度以降については、｢1.構成市町の動向｣に併せて2030（令和12）年度の削
減目標を50％を目指し、｢第4次地球温暖化対策に係る実行計画｣として更新し、引き続き温室
効果ガスの排出抑制に率先して取り組むこととする。

温室効果ガスの種類 組合の事務及び事業に係る発生源 地球温暖化係数
二酸化炭素（CO₂） 燃料の燃焼、電気の使用、一般廃棄物の焼却 1

年度
項目 2013

 (平成25）

… 2025
(令和7)

… 2029
(令和11)

… 2030
(令和12)

 (令和7年度)～(令和12年度)

目標
年度

計画期間

期間中の事項
基準
年度

計画
開始

計画
見直し
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(6) 上位計画及び関連計画との位置づけ

3．率先的に取り組む措置

［基本方針］

［取組内容］

(1) 建築物における省エネルギー対策の徹底

(2) 照明機器更新（LED化）

明るさセンサーの導入
人感センサーの導入

　実行計画は、地球温暖化対策推進法第21条第1項に基づく地方公共団体実行計画として策定
する。また、温室効果ガスは、ごみ搬出量に左右されることなど第2次一般廃棄物（ごみ）処
理基本計画と整合を図るものとする。（図 2-2）

図 2-2　第4次地球温暖化対策に係る実行計画（事務事業編）の位置づけ

　今後予定する新築事業については原則、ZEB Ready 相当以上を目指す。（図 3-1）

　今後予定する既存設備の改修工事による照明器具の更新については、LED照明を導入する。
　（表3-1）

　温室効果ガスの排出要因である一般廃棄物の焼却熱量、電気使用量と灯油・重油・ガソリ
ンなどの燃料使用量の削減を重点的に取り組むこととする。

図 3-1　ZEBの定義

　　　表 3-1　照明器具の省エネの施策例と削減効果の目安

施策例 削減率
約71％削減
約75％削減
約88％削減

LED照明への切替

削減効果

最大で90％以上の省エネ効果
※業種やシーンによって効果が異なる。

約30％の省エネが可能
約60％の省エネが可能

業種・用途別
事務所

廊下・トイレ
誘導灯

地球温暖化対策地域推進計画

ごみ処理基本計画等
地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策計画

温室効果ガスの排出削減に向けた取組の推進

実行計画

国

県

組合

構成市町

新発田地域広域
共同処理基本計画
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(3) 空調機器更新（省エネ化）

室外機の温度環境や障害物の見直し

(4) ノー残業デーの設定

(5) 省エネ運転の推進（ごみ焼却施設）

(6) ごみ減量化の啓発（ごみ焼却施設）

　今後予定する既存設備の改修工事による空調機器の更新については、省エネ化を図れる設
備に更新する。また、表3-2に記されたとおり、職員及び関係者による省エネ化も実施する。

　週に１回以上のノー残業デーを継続、時間外勤務を削減し、電気、空調の使用量削減に努
める。

　日々、効率的な運転管理を継続し、省エネルギーなごみ焼却に努める。

　ごみの分別、リサイクルの推進啓発による焼却量（搬入量）の削減に努める。

2週間に1度

事務所で約5年に1度

施策例

フィルターの清掃

熱交換器の清掃

ブラインド等で遮光する

部屋に応じた適正温度の設定

冷却時：約4％節電
暖房時：約6％節電

風通しを良くすることで約50％節電

長期間行わない場合に比べ約27％節電

室温目安　夏期：28℃　冬期：20℃
1℃最適化で約10％節電

ブラインド無しに比べ約10％節電

削減効果 頻度

　　　表 3-2　職員及び関係者による省エネ方法（例）
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4．温室効果ガスの排出状況

(1) 温室効果ガス総排出量の現状

図 4-1　組合の事務事業に伴う「温室効果ガス総排出量」の推移

図 4-2　施設分類別の「温室効果ガス総排出量」の割合（2023（令和5）年度）

図 4-3　エネルギー種別の「温室効果ガス総排出量」の割合（2023（令和5）年度）

　組合の事務事業に伴う「温室効果ガス総排出量」は、図4-1に記されたとおり、基準年度で
ある2013（平成25）年度において、32,500t-CO₂であるが、2023（令和5）年度には、
24,959.1t-CO₂まで削減している。
　施設別では、図4-2に記されたとおり、廃棄物施設（焼却施設）で約78％、廃棄物施設（焼
却を除く）で約14％であり、全体の約90％を占めている。
　エネルギー種別では、図4-3に記されたとおり、焼却熱で79％、電力で約17％であり、全体
の約96％を占めている。

0.3% 0.3% 0.6% 1.1%
2.0%

16.7%

79.0%

軽油 LPG ガソリン 灯油 都市ガス 電力 焼却熱
(0.6%)(0.3%) (0.3%) (79.0%)(16.7%)(2.0%)(1.1%)

32,500.0

28,659.5 28,525.0 27,999.3
26,233.0

24,959.1

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

2013年度

(平成25）

2019年度

（令和元）

2020年度

（令和2）

2021年度

（令和3）

2022年度

（令和4）

2023年度

（令和5）(t-CO₂)

0.1% 1.1% 1.6% 5.1%

13.9%

78.2%事務局
消防
その他施設
福祉
廃棄物施設(焼却施設を除く)
廃棄物施設(焼却施設) (78.2%)

(0.1%)

(1.1%)

(1.6%)
(5.1%)

(13.9%)
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(2) 温室効果ガスの排出量の減少要因

　組合の事務事業に伴う温室効果ガスの排出量の減少要因として､下記に示すものが挙げられます｡

図 4-4　組合の事務及び事業に伴う「エネルギー使用量」の推移

（減少要因）
　P.7（図4-2）に記されたとおり、廃棄物施設（焼却施設）が約78％を占めているため、焼
却量が減少することにより、温室効果ガスの排出量も大きく減少した。
　その他については、照明機器を更新する際にLED化を実施、省エネが見込める空調機器の更
新及び各施設の省エネ化への取組により、温室効果ガスの排出量を抑制した。（図 4-4）

37,829.7
38,803.1

41,130.8

36,143.1

40,098.1

36,263.1

32,000.0
34,000.0
36,000.0
38,000.0
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0.0

100,000.0

200,000.0

300,000.0

400,000.0

灯油

(L)

36,346.8
40,829.0

41,795.5
39,801.3

33,908.5
32,115.1

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

軽油

(L)

342,900.0
296,000.0

280,000.0
302,000.0

260,000.0
230,000.0

0.0

100,000.0

200,000.0

300,000.0

400,000.0

A重油

(L)

31,081.2

18,077.5
14,057.6

32,281.7

15,607.1
13,266.2

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

液化石油ガス(LPG)

(kg)

510,432.0

160,486.0
163,504.0
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238,741.0

249,774.0

0.0

100,000.0

200,000.0

300,000.0

400,000.0

500,000.0

600,000.0

都市ガス

(m3)

11,776,046.0

9,110,000.0
9,277,503.0

9,178,379.0

8,386,977.0

9,278,188.0

0.0

5,000,000.0

10,000,000.0

15,000,000.0

電気量

(kWh)

54,053.2
54,011.5

52,485.6

53,114.9

50,626.2

48,899.2

46,000.0

48,000.0

50,000.0

52,000.0

54,000.0

56,000.0

焼却量

(t)
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5．温室効果ガスの排出削減目標

(1) 目標設定の考え方

表 5-1　グループ整理（各施設の事務事業に係る一般活動と一般廃棄物の焼却に係る活動）

(2) 削減目標の設定

① 組合全施設の削減目標

※｢新発田地域広域共同処理基本計画｣の期間（2029（令和11）年度まで）
　温室効果ガス総排出量を2013（平成25）年度比で｢32.4％｣削減する。
　　　32,500.0　t-CO₂　→　21,964.2　t-CO₂
　　　（2013（平成25）年度）→（2029（令和11）年度）

② 施設の事務事業の削減目標

③ 一般廃棄物の焼却に係る排出削減目標

（対象施設の区分）
　組合が行う事務は多岐にわたるため、各施設の事務事業に係る一般活動と一般廃棄物の焼
却に係る活動の2グループに分けて目標を設定する。
　各施設の事務事業に係る目標は、燃料及び電気等のエネルギー使用料を基礎として、各施
設毎の削減目標量を勘案して設定する。
　一般廃棄物の焼却に係る目標は、｢新発田地域循環型社会形成推進地域計画｣の推計により
設定する。
　なお、2グループの目標の合計値を組合全体の削減目標として設定する。
※統廃合の考え方
　2013（平成25）年度を基準排出量として比較するため、施設の統廃合がある場合、基準年
　度当初の施設の排出量を新規施設の排出量と比較する。

温室効果ガス総排出量を2013（平成25）年度比で｢50.4％｣削減する。
　　　10,239.3　t-CO₂　→　5,075.3　t-CO₂
　　　（2013（平成25）年度）→（2030（令和12）年度）
※2013（平成25）年度から2023（令和5）年度までに組合施設の統廃合等により45.2％削減
　済、2024（令和6）年度から2030（令和12）年度までに8.8％削減を目標とする。

温室効果ガス総排出量を2013（平成25）年度比で｢25.7％｣削減する。
　　　22,260.7　t-CO₂　→　16,534.5　t-CO₂
　　　（2013（平成25）年度）→（2030（令和12）年度）
※2013（平成25）年度から2023年（令和5）度までに13.0％削減済、2024（令和6）年度から
　2030（令和12）年度までに14.0％削減を目標とする。

　表5-1でグループ整理した各施設について、表5-2を基に算定した表5-3の2030（令和12）年
度の削減目標50％を基に計算し、2024（令和6）年度以降の削減率を算定した。

施設の事務事業
事務局、広域消防、火葬場、中井さくら園、ひまわり荘、あやめ寮、
ひめさゆり、虹の里交流館、休日診療所、新発田広域ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ、
中条地区塵芥焼却場、新発田広域不燃物処理場、新発田広域ｴｺﾊﾟｰｸ

一般廃棄物の焼却 新発田広域ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ、中条地区塵芥焼却場

温室効果ガス総排出量を2013（平成25）年度比で｢33.5％｣削減する。
　　　32,500.0　t-CO₂　→　21,609.8　t-CO₂
　　　（2013（平成25）年度）→（2030（令和12）年度）
※2013（平成25）年度から2023（令和5）年度までに組合施設の統廃合等により23.2％削減
　済、2024（令和6）年度から2030（令和12）年度までに12.8％削減を目標とする。
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〇計算方法
・削減率　2023年度実績　（2013年度比）
　｛（2023（令和6）年度/2013（平成25）年度）-1｝×100
・単年度削減率
　｛（当該年度/前年度年度）-1｝×100　→　次年度計算に続く　→　削減率平均を算出

※¹赤字の箇所は、排出量が増加している施設であるため、表 5-3では現状維持（0％）
　 として目標設定することとした。
※²実績値については、小数点第2位を四捨五入しているため削減率に誤差が出る場合がある｡

表 5-2　2013（平成25）年度から2023（令和5）年度までの削減率
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〇計算方法
・削減率　2030年度想定　（2013年度比）
　｛（2030（令和12）年度/2013（平成25）年度）-1｝×100
・削減率　2030年度　（2024年度比）
　｛（2030（令和12）年度/2024（令和6）年度）-1｝×100
・単年度削減率
　一般施設の2030（令和12）年度削減目標を50％に設定し、2024（令和6）年度
　から2030（令和12）年度までの排出量を算出する。
　→　次年度計算に続く　→　削減率平均を算出
　-50％-（-45.29％）=　-4.71％÷7年（2024（令和6）年度から2030（令年12）年度）
                    =　-0.67％/年

※¹2029（令和11）年度からクリーンセンターと中条焼却場の削減率に変動がある。
　 →令和11年度から容器包装プラスチック、製品プラスチックの資源化を行う予定　
　　 があり、数値に変動がある。
　　 ｢新発田地域循環型社会形成推進地域計画」の推計による。
※²2026（令和8）年度から事務局と消防本部が統合するため、排出量をまとめた
　 表記とした。
※³実績値については､小数点第2位を四捨五入しているため削減率に誤差が出る場合がある｡

表 5-3　2030（令和12）年度の削減目標
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6．計画の推進・点検・公表等

(1) 推進体制

＜実行計画と省エネ法＞

＜役割の説明＞

　目標に向けて計画に定めた内容を着実に実施していくためには、組合の全職員が一体と
なって推進できる体制を確立することが重要である。そのために、計画の推進体制を図6-1の
とおり定め、また、省エネ法の役割も兼任とする。

図 6-1　第4次地球温暖化対策に係る実行計画（事務事業編）の推進体制

①統括推進責任者兼エネルギー管理統括者
　◇組合全体の取組実績、目標達成度の把握
　◇計画策定及び改正の決定
　◇管理者への報告及び進捗状況の公表
　◇中長期計画書の取りまとめ・省エネの
　　取組の推進
②推進責任者
　◇所属施設の取組実績、目標達成度の把握
　　及び取組状況の総合評価
　◇取組内容等に係る職員への指示
　◇所属施設の年間重点項目の設定
　◇計画の改正に係る提案の提出

③推進委員
　◇所属施設の取組実績に係る各種点検票の
    作成、推進事務局への報告・連絡調整
　◇職員への啓発・連絡、推進責任者への報告
　◇計画の改正、取組方法に係る改善等の検討
④推進事務局・エネルギー管理企画推進者
　◇計画の管理
　◇各種点検票の集計、全体評価
　◇公表資料の作成
　◇計画推進に係る庶務、啓発、情報提供等
　◇エネルギー管理統括者の実施補佐
　◇中長期計画書及び定期報告書の作成・報告

　実行計画は、組合全体の温室効果ガス
の削減を目標としているため、取組を継
続していくことで、省エネ法のエネル
ギー使用量の削減にも繋がる計画であ
る。
※省エネ法の報告内容
　福祉施設を除いた施設全体のエネル
　ギー使用量

推進事務局
（総務課内）

管理者
（新発田市⻑）

所属職員
（計画対象施設の全職員）

推進委員
（推進責任者が任命した職員）

実施

推進
推進責任者

（施設⻑・消防⻑⼜は課⻑）

統括推進責任者 兼 エネルギー管理統括者
（事務局⻑）

管理

指示報告

報告 指示

エネルギー管理企画推進者
（エネルギー管理⼠資格保有者）
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(2) 職員への周知
　　組合の全職員が地球温暖化対策の必要性や計画の内容について理解し、温室効果ガス排出抑制の　　
　率先行動がなお一層推進するよう、職員への周知方法を次のとおり定めます。

(3) 点検・評価方法
　　組合のおける取組実績及び目標達成度を把握するため、年１回、次の方法により取組状況を点検・　
　評価することとします。

図 6-2　取組状況の点検、評価手順

（エラーあり）
（エラーなし）

(4) 点検・評価の項目
　　点検及び評価の項目については、次の表のとおりとします。

表 6-1　点検項目及び評価項目
 

点検の実施

（各施設）

調査票の提出

（各施設）

調査票の
エラーチェック
（推進事務局）

点検項目

＜各施設＞
・活動量の点検（燃料・電気使用量、ごみ焼却量、公用車走行距離等）
・取組内容の点検（温室効果ガスの排出抑制に係る具体的行動の実施状況）

＜推進事務局＞

・総排出量の算出（温室効果ガス排出量を算出しCO₂換算）・点検

・施設別に総排出量を集計・点検

評価項目

＜各施設＞
・各自施設の目標値との比較、達成度の評価
・各自施設の前年度実績との比較、達成度の評価
・排出抑制行動に関する評価
・施設全体の総合評価

＜推進事務局＞
・目標値との比較、達成度の評価
・前年度実績との比較、達成度の評価
・組合全体の総合評価

点検結果の集計・
総排出量の算出
（推進事務局）

点検結果の評価
（各施設）

（推進事務局）

点検結果の公表

（推進統括責任者）

（各施設における周知）
◇推進責任者は、所属施設の取組状況、目標達成状況を把握し、取組方法等について、
　推進委員または所属職員へ具体的に指示する。
◇各施設の推進委員は、推進責任者または推進事務局から受けた指示、指導、情報等を
　所属職員に伝達する。

（推進事務局による周知）
◇庁内LAN等を利用し地球温暖化対策関連情報を提供する。
◇施設別の温室効果ガス総排出量及び目標達成度を年１回算出し、全施設に周知する。

調査票の配布

（推進事務局）
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(5) 点検・評価結果の活用及び公表

　計画を策定し（Plan）、温室効果ガスの排出抑制に係る取組を実施し（Do）、実施した取
組内容を点検・評価（Check）した後は、評価結果を今後の取組内容の改善や計画の見直しと
いった新たな対策の立案に活用する（Action）こととする。
　また、組合の取組状況については、法第２１条の規定に基づき、組合のホームページ等を
利用して公表することとする。

図 6-3　毎年のPDCAイメージ

実⾏（Do）
・各課・各施設での取組推進
・研修等の実施

計画（Plan）
・取組方針・目標の決定
・各課・施設に実⾏指⽰

評価（Check）
・「温室効果ガス総排出量」算定
・活動実績等の報告・評価

改善（Act）
・結果の公表
・次年度の取組方針⾒直し
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